
　
食
費
等
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、

影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
に
対
し
、
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象　
次
の
（
１
）・（
２
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
１
）大
磯
町
か
ら
令
和
４
年
度「
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
分
）」
を
受

給
し
た
方

（
２
）（
１
）の
ほ
か
、
対
象
児
童（
18

　

�

歳
に
な
る
年
度
末
ま
で
の
子
（
障

が
い
の
あ
る
児
童
に
つ
い
て
は
20

歳
未
満
））
を
養
育
す
る
父
母
等

で
あ
っ
て
、
基
準
日
以
降
の
収
入

が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当

の
収
入
と
な
っ
た
方

▼
給
付
額　
児
童
１
人
当
た
り
一
律

５
万
円

▼
手
続
き

（
１
）
に
該
当
す
る
方
は
申
請
不
要

で
、５
月
24
日
に
支
給
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
に
該
当
す
る
方
は
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
２
）
に
該
当
す
る
方
は
申
請
が
必
要

　
で
す
。
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
子
育
て
世
帯
分
）
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
方
へ　
人
間
ド
ッ
ク
費
用
助
成
に
つ
い
て

受診した月 申請期限

令和５年２月以前 申請できません

令和５年３月 令和５年６月末

令和５年４月 令和５年７月末

令和５年５月 令和５年８月末

令和５年６月 令和５年９月末

※
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
親

世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、
神
奈
川
県

か
ら
同
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま

す
。

問
こ
ど
も
家
庭
庁
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
（
４
０
０
）
９
０
３

�　
受
付
時
間　
平
日
９
時
～
18
時

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

問
子
育
て
支
援
課　
☎
内
線
３
０
５

　
特
定
健
康
診
査
の
検
査
項
目
を
満

た
す
「
人
間
ド
ッ
ク
」
を
受
診
し
た

方
に
、
か
か
っ
た
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

▼
対
象
者（
次
の
全
て
を
満
た
す
方
）

①
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
日
の
時
点

で
、
大
磯
町
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
お
り
、
受
診
日
が
属
す
る

年
度
内
に
40
歳
以
上
に
達
す
る
方

②
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
世
帯
に
属
す
る
方

③
受
診
日
が
属
す
る
年
度
に
お
い

て
、
大
磯
町
が
実
施
す
る
特
定
健

康
診
査
を
受
診
（
予
約
）
し
て
い

な
い
方

④
同
一
の
医
療
機
関
で
同
日
に
、
次

の
検
査
項
目
を
満
た
す
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
た
方

　

★
身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
血
圧
、

中
性
脂
肪
（
血
清
ト
リ
グ
リ
セ
ラ

イ
ド
）、
H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ

ー
ル
、
L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
、
G
O
T
（
A
S
T
）、
G
P
T

（
A
L
T
）、ɤ
-
G
T（
ɤ
G
T
P
）、

空
腹
時
血
糖
（
ま
た
は
随
時
血
糖
）、

H
b
A
1
c
、
尿
糖
、
尿
蛋
白

⑤
受
診
結
果
の
提
出
と
保
健
事
業
等

へ
の
活
用
に
同
意
い
た
だ
け
る
方

⑥
受
診
日
が
属
す
る
年
度
内
に
本
助

成
を
受
け
て
い
な
い
方

▼
申
請
期
限

　
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
日
か
ら
起
算

し
て
３
か
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す

る
月
の
末
日
（
消
印
有
効
）

▼
提
出
書
類

①
申
請
書
兼
請
求
書

②
質
問
票

③
大
磯
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
④
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書

⑤
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
結
果
票

⑥
特
定
健
康
診
査
受
診
券

⑦
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

⑧
別
制
度
の
助
成
を
受
け
て
い
る
場

合
は
助
成
金
額
等
が
わ
か
る
も
の

※
①
と
②
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

※
郵
送
申
請
の
場
合
、
③
⑤
⑦
⑧
は

写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
④
は

原
本
確
認
後
、
返
送
し
ま
す
。

▼
助
成
額　
上
限
１
万
円

※
制
度
の
詳
細
や
Ｑ
＆
Ａ
は
、
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
ト

ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
「
人
間
ド
ッ
ク
」

で
検
索
）。

問
町
民
課　
☎
内
線
２
６
８

広報おおいそ　令和5年６月9


